
ホームライフ総合保険をご契約いただくお  

（必ずお読みください。 印を記載した項目はお客様にとって特に重要な情 、必ずご一読下さい。）  
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この「ご契約の概要について～契約概要～」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に

重要な事項をわかりやすく説明したものです。お申込み前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。ご

契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。また本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載

しているものではありません。詳細につきましては別途ご契約のしおり、および後日送付する保険約款を十

分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問

合せください。 

ご契約の概要について～契約概要～ 

保険金をお支払い 合が定められています。詳しくは「ご契約の際にご注意いただきたい事柄

～注意喚起情報～ のしおり、保険約款の「保険金をお支払いできない場合」をご参照ください。 
(４)地震保険につい

ホームライフでは 火・津波による損害は補償されません。地震等による火災（延焼・拡大も

含みます。）によ 損害だけでなく、発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても

損害保険金をお支 せん。これらの損害は、上記契約とあわせて「地震保険」にご加入いただ

くことで補償の対 す。ホームライフには、「地震保険」をセットしてご契約いただくことをお

すすめしています 険の契約をご希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」に契

約しない旨の確認 たはご署名をお願いいたします。 

１．商品の仕組みについて 
「ホームライフ総合保険」（以下、ホームライフといいます。）は専用住宅または併用住宅（店舗兼住宅、事

務所兼住宅など）の建物およびその建物に収容される家財を保険の目的（「保険の目的」とは保険の対象と

するものをいいます。以下同様とします。）とする保険です。建物のみのご契約では家財の損害は補償され

ません。家財もあわせてご契約されることをおすすめします。各補償内容等詳細につきましては「保障（補

償）内容について」にてご確認ください。 

３．付帯できる主
この保険に付帯でき

約款などでご確認く

(１)保険の目的となるもの (１)個人賠償責任等

専用住宅または併用住宅（事務所兼住宅など）の建物およびこの建物内の家財。 日本国内外で、

害を与えて、法(２)保険の目的とならないもの 

(２)借家人賠償責任イ．自動車（自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。） 

賃貸住宅にお住

して法律上の損

ロ．通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙など（ただし家財が保険の目的の場合で、

有価証券を除く通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙は盗難による損害を補償する場合に

限り一定限度額で補償の対象となります。） (３)各種不担保特約

必要のない補償

特約により定め

契約前に補償内

ハ．動物または植物 

(３)申込書に明記しないと保険の目的とならないもの 

イ．1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とうのような貴重品、美術品 

(４)風災等支払方法※地震保険の場合、明記されても対象にはなりません。 

この特約を付帯

により保険の目

額（免責金額）

ロ．稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿など 

※地震保険の場合、明記されても対象にはなりません。 

２．保障（補償）内容について 
(５)臨時費用火災の

(１)保険金をお支払いする場合（支払事由） 
この特約を付帯

払いする場合の
保険金をお支払いする主な事故を掲載しています。詳しくはご契約のしおりや保険約款などをご参照く

ださい。 
・火災  ・落雷

・爆発、破裂 ・（台風、暴風雨などの）風災、雪災、ひょう災

・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊  ・水ぬれ

・騒じょう、集団行動、労働争議に伴う暴力行為  ・盗難

・こう水、床上浸水   ・持ち出し家財に生じた損害 など 

(６)水災臨費・残取

この特約を付帯

険金をお支払い

ん。 

(７) 喫煙事故の保険
客さまへ

報ですので

 

できない場

」、ご契約

て 

、地震・噴

って生じた

払いできま

象となりま

が、地震保

のご捺印ま
な特約およびその概要について 
る特約をご用意しています。主なものは次のとおりです。詳細はご契約のしおりや保険

ださい。 

担保特約 

被保険者ご本人またはご家族が日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損

律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

等担保特約 

まいの方が，万一、火災や破裂・爆発事故等を起こし借用戸室に損害を与え、家主に対

害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

 

を削除できる各種不担保特約をご用意しています。不担保特約をご付帯いただき、その

られた事故により保険の目的に損害が生じた場合、保険金をお支払いできませんのでご

容を必ずご確認ください。 

変更特約 

された場合、台風・せん風・暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、またはなだれ等の雪災

的に損害が生じたときにお支払いする損害保険金については、保険証券記載の自己負担

が適用されます。 

み補償特約 

された場合、火災・落雷・破裂・爆発により保険の目的に損害が生じ損害保険金をお支

みに限り、臨時費用保険金をお支払いします。 

不担保特約 

された場合、台風・暴風雨によるこう水等の水災により保険の目的に損害が生じ水害保

する場合でも、臨時費用保険金および残存物取片付け費用保険金はお支払いいたしませ

金支払いに関する特約 



５．引受条件（保険金額等）について 
(１)保険金額等について 

ご契約金額は建物・家財ともに再調達価額（「再調達価額」とは同等の建物や家財を再築・再購入する 

ために必要な金額を言います。以下同様とします。）いっぱいにお決めください。再調達価額を超えて

保険金額をお決めになられても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。 

(２)その他引受に関する条件について 

次のものは申込書に明記することにより保険をつけることができます。①貴金属、宝石、書画、骨董、

美術品などで１個または１組の価額が３０万円を超えるもの②稿本、設計書、証書、帳簿など。ただし

時価額（「時価額」とは同等の建物や家財を再築・再購入するために必要な金額から、使用による消耗

分を差引いた金額をいいます。以下同様とします。）によるご契約となります。 

(3)地震保険について 

地震保険はホームライフを主契約とし、主契約の保険の目的についてご契約いただくことになります。 

①地震保険の保険の目的は、「居住の用に供される居住用建物」および「家財」となります。 

②保険金額は建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の30%～50%の範囲でお決めください。ただし、

建物の場合5,000万円、家財の場合1,000万円が限度となります。保険料は、保険金額のほかに建物の

所在地・構造により異なります。 

また、建物の耐震性能に応じた耐震等級割引制度および建築年割引制度があります。 

③すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し

引いた残額が追加契約の限度額となります。 

*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域

内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約はお引き受けできま

せんのでご注意ください。 

６．保険料に関する事項について 
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造等によって決定されます。詳しくは取扱代理店または

弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書にて

ご確認ください。 

保険期間が10年を超えるご契約の場合、長期保険保険料一括払特約条項（料率変更条項付）の規定により、

10年ごとの応当日に残保険期間に相当する保険料の差額を返還または請求いたします（保険期間中に保険

料率の改定等があった場合に限ります）。なお、保険料が請求となる場合、追加保険料のお支払いにかえて、

保険期間を短縮する等所定の方法を選択いただくことができます。 

７．保険料の払込みに関する事項（保険料払込方法）について 
保険料の払込方法は以下のいずれかからお客様のご希望にあった払込方法・払込手段をお選びください。 

・口座振替方式・・・・分割払、一時払 
・直接集金方式・・・・分割払、一時払 

このほかお勤め先と弊社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、団体扱でのご契約も可能です。 

８．配当金に関する事項（配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法）について 
当保険商品には契約者配当金はございません。 

９．解約返戻金等の有無およびそれらに関する事項について 
契約途中で解約された場合の返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に満期近くで解

約された場合の返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。 

 
※ご質問・ご相談等のお問合せ先につきましては、最終項にてご確認ください。 

 

 

 
この「ご契約の際にご注意いただきたい事柄～注意喚起情報～」はご契約の内容等に関する重要な事項のう

ち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了

解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。ご契約後も大切に保管ください。また本書面は、

ご契約に関する全ての内容を記載しているもので

および後日送付する保険約款を十分ご覧いただく

取扱代理店または弊社までお問合せください。 

１．クーリングオフ（契約申込みの撤回等
個人がご契約する保険期間が１年を超える保険契

約のお申込みの撤回またはご契約の解除（クーリ

(１)お客様がご契約をお申込みいただいた日または

あれば、ご契約のお申込みの撤回または解除（

(２)クーリングオフされる場合は、上記期間内（８

必ず郵便にてご通知ください。 

ご契約を申し込まれた代理店ではクーリングオ

意ください。 

(３)クーリングオフされた場合には、すでにお払い

ます。また、弊社および取扱代理店はクーリン

せん。ただし、ご契約を解除される場合には、

払われた時は、弊社が保険料を受領した日）か

お支払いただく場合がございます。 

〈クーリングオフできない場合〉 

次の契約は、クーリングオフできませんのでご

・ 保険期間が１年以下のご契約（自動継続特

・ 営業または事業のためのご契約 

・ 法人または社団・財団等が締結したご契約

・ 賃貸借契約に基づき借家人賠償責任に関す

・ 質権が設定されたご契約 

・ 第三者の担保に供されているご契約 

・ 通信販売特約により申し込まれたご契約  

なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じて

の場合は、そのお申し出の効力は生じないものと

クーリングオフを希望される場合は、＜クーリング

お手元に保険料領収証および申込書控（控がある

れなくご記入し、郵送してください。 
 

＜必要事項＞ 

(1)ご契約をクーリングオフする旨の内容 

(2)ご契約を申し込まれた方のご住所、氏名（

電話番号 

(3)ご契約を申し込まれた年月日 

(4)ご契約を申し込まれた保険の内容 

①保険種類   

②証券番号または領収証番号 

(5)ご契約を申し込まれた代理店名 

 

＜送付先＞ 

 〒１３０－８５６０ 

  東京都 墨田区 錦糸 １－２－４ 

  ＡＩＵ保険会社「クーリングオフ窓口」行 
 

 

ご契約の際にご注意いただきたい事柄～注意喚起情報～  

２．告知義務等について 
 

(１)ご契約者には契約上重要な事柄について、ご契

(２)お申込みや保険契約締結の際に告知していただ
はありません。詳細につきましては別途ご契約のしおり、

ことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については

）について 
約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契

ングオフ）を行うことができます。 

本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内で

クーリングオフ）を行うことができます。 

日以内の消印有効）に下記弊社クーリングオフ窓口宛に

フのお申し出を受けつけることはできませんのでご注

込みになった保険料は、速やかにお客様にお返しいたし

グオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしま

保険期間の開始日（保険期間の開始日以降に保険料が支

らご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割で

注意ください。 

約をセットしたご契約を含みます。） 

 

る補償をセットしたご契約 

                          など 

いるにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出

します。 

オフできない場合＞に該当しないかどうかをご確認の上、

場合のみ）をご用意ください。その上で次の必要事項をも

  

捺印）、 

＜必要事項の記入例＞ 

下記の保険契約を 

クーリングオフします。 

 

申込人住所： 

          ○○○○○○○○○○○ 

氏名：    ○○ ○○ 印 

電話：    ○○-○○○○-○○○○ 

申込日：  ○○年○○月○○日 

保険種類：○○○○保険 

証券番号：○○○○○○○○○○ 

（または領収証番号） 

取扱代理店（コード） 

     ○○○○○○（○○-○○○○） 

 

   

約時に正しく告知していただく義務があります。 

いた内容が事実と違った場合には、保険金等をお支払い
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できないことがあります。また、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と

違うことを告知されたりしますと契約が解除されることがありますのでご注意ください。 
８．個人情報の取扱いについて 
弊社は、皆様にご信頼いただき、選んでいただける保険会社となるため、皆様の大事な個人情報を以下のと

おり取り扱います。 
特にご契約者の住所･氏名、保険の目的（保険をつけた建物･家財など）の所在地、被保険者（保険金を

受け取られる方）、建物の構造･用法、他の保険契約（保険の目的を同一とする他の保険）の有無などに

ご注意ください。 
(１)個人情報の利用目的 
弊社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。 

(３)上記告知につきましては、取扱代理店または弊社にご連絡ください。（弊社の損害保険募集人は保険契約

締結の代理権を有しており、当該告知受領権も有しております。） ①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 
②関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 

３．責任開始日について ③弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
④その他保険に関連・付随する業務 保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午後4時（申込書または付帯される特約条項にこれと

異なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に始まります。保険料は、保険料払込みに関する特約を付

帯した場合を除いて、ご契約と同時に払い込みください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店ま

たは弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。 

(２)収集する個人情報の種類と収集方法 
弊社は、保険申込書、変更(異動)承認請求書、告知書及び車検証写し、運転免許証写し、他社保険証券
写し、その他関係書類の受領等の方法により、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、

健康状態等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を

収集しています。 
４．支払事由に該当しない場合および免責事由等の保険金をお支払いできない場合の

うち主なものについて 

 

(３)個人情報の提供 
支払い事由に該当しない場合や免責事由など、保険金のお支払いができない主な場合を記載しております。

詳しくはご契約のしおりや保険約款などをご参照ください。 
弊社は、次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。 

①あらかじめ、ご本人が同意されている場合 
②利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部（弊社代理店を含む）へ委託する場合 ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 

③ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場合 ・地震、噴火またはこれらによる津波による事故 

④再保険（再々保険以降の出再を含む）のため、再保険を取り扱う他の会社に提供する場合 ・戦争、暴動等によって生じた事故 

・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれ

らの特性による事故 
⑤ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録する等、保険制度の健全な運営に

必要であると考えられる場合 
⑥その他法令に根拠がある場合 ・保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 など 

５．保険料の払込猶予期間等について (４)個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先 
AIU保険会社 お客様情報相談窓口：〒130-8560東京都墨田区錦糸 1-2-4 AIGタワー 口座振替不能等で保険料が支払われない場合、契約が解除となる場合があります。 

電話 0120-336-112（フリーダイヤル） (１)第２回目以降の分割保険料が２回連続して払込期日に振替不能となった場合は、最初に振替不能となっ

た払込期日以降の事故について、保険金をお支払いできません。 (受付時間：土日・祝日・年末年始を除く 午前 9時～午後 5時) 

詳細は弊社ホームページをご参照下さい。（URL: http://www.aiu.co.jp/footer/privacy.htm） (２)第２回目以降の保険料の払込期日後１ヶ月を経過しても保険料のお支払いがない場合、または２回連続

して保険料のお支払いがない場合は、保険契約を解除することがありますので、ご注意ください。  

※ご質問・ご相談等のお問合せ先につきましては、最終項にてご確認ください。 
６．解約と解約返戻金について  

 
解約返戻金の有無等については「ご契約の概要について」をご確認ください。  
７．財産の状況の変化による保険金等の削減について  
(１)保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いや返戻金等の支

払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。 

(２)損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機

構」があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象種目となっており、保険金、返戻

金は原則として80％（破綻保険会社の支払停止から３ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係

る保険金については100％）まで補償されます。なお、地震保険につきましては100％補償されます。 

(３)火災保険契約のうち下記の契約が補償の対象となります。 

①保険契約者が個人である契約 

②保険契約者が小規模法人である契約 

③保険契約者がマンション管理組合である契約 

※小規模法人とは、常時使用する従業員・常時勤務する職 以下の日本法人、外国法人（日

本における営業所等が締結した契約に限ります。）をいい い社団・財団で代表者・管理人の

定めがあるものを含みます。 

※マンション管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律 ６５条に規定する団体であって、

主として住居としての用途に供する建物等の管理を行うた

(４)上記以外の火災保険については、損害保険契約者保護機構

の財産状態に応じた給付となります。 

１．お申し込みの際、ご注意いただくこと 

その他の事項 

(１)設備・什器等の補償について 

設備・什器等に生じた損害について、一定金額まで修理費用保険金をお支払いする設備什器等修理費用

担保特約をご用意しておりますので、あわせてご契約されることをおすすめします。（ただし、併用住

宅の場合のみのお取扱いとなります。） 
(２)保険料のお支払について 
保険料（分割払の場合は第１回分割保険料）は、弊社が別に定める場合を除き、ご契約と同時にお支払

いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払

することができません。 

２．借家人賠償責任等担保特約・個人賠償責任等担保特約をご契約いただく場合 
(１)お支払いする保険金の額（法律上の賠償責任） 
保険契約の対象となる方（被保険者）が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適

用される法律の規定や被害者に生じた損害の額および過失割合等に応じて決定されます。 
員数が20人

、法人でな

第３条・第
めのものをいいます。 
による保護はありませんので、破綻保険会社

この保険では、上記のように算出された金額にもとづき、お支払いする保険金の額が決まります。した 

がって、保険契約の対象となる方（被保険者）が法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被

害者に支払われた見舞金等は、保険金お支払いの対象とはなりません。 
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取扱代理店 

【保険に関するお問合せ・ご相談・苦情は】 

○本重要事項等説明書または保険証券記載の

取扱代理店または弊社取扱部支店の電話番

号までご連絡ください。 

○また、本店へお電話いただく際は右記までご

連絡ください。 

 

 

電話 ０１２０－７５７－１５１（フリーダイヤル） 

（受付時間：土日・祝日・年末年始を除く 

午前9時～午後5時） 

 

【保険に関するご相談・苦情は】 

保険会社との間で問題を解決できない場合に

は、外国損害保険協会にご相談いただくことも

できます。 

 

外国損害保険協会 

電話 ０３－５４２５－７８５４ 

（受付時間：土日・祝日・年末年始を除く 

午前9時～午後5時） 

211-411 （J-007-200611）
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(２)示談交渉サービス 

被害者との示談交渉を、保険会社が保険契約の対象となる方（被保険者）に代わって行う示談交渉サー

ビスはご提供できません。万一、保険契約の対象となる方（被保険者）が賠償責任を負う事故が起きた

場合には、弊社とご相談いただきながら、保険契約の対象となる方（被保険者）ご自身で、被害者との

示談交渉を進めていただくことになります。 

３．家賃保険特約をご契約いただく場合 
この保険はお申し込みの際、ご申告いただく家賃に基づいてご契約内容やお支払いいただく保険料が決まり

ます。万一、間違ってご申告いただきますと、損害額の全額がお支払いできない場合や保険料の過払いが生

じてしまう場合がありますのでご注意ください。 

４．ご契約後にご注意いただくこと 
ご契約後に次の変更が生じる場合には、ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。 

ご通知がない場合またはご通知が遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。 

・他の保険会社と、この保険で補償する損害または傷害と同様の損害を補償する保険契約を結ぶとき 

・建物などを売却・譲渡等により名義変更するとき 

・建物の構造・用途を変更するとき（空家になる場合を含みます） 

・家財などを引っ越し等により他の場所に移転するとき 

・建物の買替えや建替えをするとき                             など 

５．事故が起きた場合 
万一、事故が起きた場合には、ただちに取扱代理店または弊社にご連絡いただき、その後の処理についてご

相談ください。また、被害者との間で賠償額を決定（示談）される場合には、必ず事前にご連絡ください。

正当な理由がなくご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。 

６．共同保険について 
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の

代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独

別個に保険契約上の責任を負います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


